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ワーク・エンゲイジメントを
高めましょう！

➢ 弊社顧問先におかれましては、新型コロナウイルス対策に関す

る最新情報、実務対応は、担当者へ随時お問い合わせ下さい。
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【セルフケアとは？】

セルフケア（self care）とは一
般的には自分自身で心や
身体についてケア（管理や
手入れなど）を行うことを言
います。ここでは特に「働く
人のメンタルヘルス（心の健
康）において良くない状態で
あればそれを改善し、良い
状態であればそれを保ちな
がら、さらに良くするために
ケアすること」を指します。

【セルフケアが必要な理由】
働く人が主体的にセルフケ
アに取り組むことで、仕事を
含めた日常生活において過
度なストレスから自分自身を
守り、健康的な生活を維持・
向上させることができます。
その結果、組織の生産性が
向上し、持続可能な発展へ
とつながっていきます。

【セルフケアカードとは】
効果的にセルフケアを行う
ための具体的なコーピング
（ストレス対処）の手法、およ
びコーピングの前提となる自
己理解において欠かせない
感情表現を厳選・体系化し
て80枚のカードにしたもので
す。新入社員教育や管理職
研修、ストレスチェック後の
フォロー研修で活用できま
す。

ぜひセルフケアカードを活
用して、健康で活き活きと自
分らしく過ごしてください！
結果として、会社の生産性
も向上します。

セルフケアカード好評発売中！

健康で活き活き自分らしく！

実際にワーク・エンゲイジメントを向上させるため

には「仕事の資源」と「個人の資源」を増やす取り組

みが必要となります。今回は、仕事の資源を増や

す取り組みについてです。下図は以前Vol.87で紹

介したものです。仕事の資源は組織に関連した外

的なものです。すなわち自分の成長や課題を乗り

越えるために必要な組織や上司、同僚から得られ

る有用なものです。これらを組織として提供したり、

自ら獲得していくことが大切です。

ワーク・エンゲイジメントを向上させるには、やはり

上司のサポートがもっとも効果があります。具体的

には、①適切なタイミングで適切なアドバイスをす

る、②時には仕事課題について一緒に考える、

③１on１ミーティング （上司と部下との間で、週１回

～月１回、30分～１時間程度の定期的に行う１対１

の対話）で、「業務における成功体験・失敗体験の

振り返りと内省を行う」「仕事の悩みを聴く」「同僚や

他部署との人間関係やコミュニケーションの円滑化

を支援する」「業務の改善を行う」などを行います。

人はそもそも自分の行動を自己決定できる主体

でありたいと思っています。これは人が持つ心理的

な欲求です。指示命令ばかりしたり、やらされ感を

感じさせる仕事の与え方をすると、モチベーション

はあがりません。したがって、部下の経験や能力を

考慮して仕事の裁量を与えます。要するに仕事の

やり方や工夫について、部下のやりたいようにやら

せてあげるということです。もちろんその仕事の範

囲の中で責任は持ってもらいます。

仕事の裁量権を与えることは、部下にとって活き

活き働くための重要な仕事の資源となります。

次回は「仕事のパフォーマンスのフィードバック及

び承認」について、お伝えします。

Ⅰ．上司のサポート

Ⅱ．仕事の裁量権を与える
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労働関係法令等の最近の動き

● 男性の育児休業取得促進

に関わる改正育児・介護休業

法案を国会に提出

厚生労働省は、育児・介護

休業法改正案を通常国会に

提出した。改正法案の主な内

容は次のとおり。

①男性の育児休業取得促進

のための子の出生直後の時期

における柔軟な育児休業の枠

組みの創設、②育児休業を取

得しやすい雇用環境整備およ

び妊娠・出産の申し出をした

労働者に対する個別の周知・

意向確認の措置の義務付け、

③育児休業の分割取得、④育

児休業の取得状況の公表を

義務付け、⑤有期雇用労働者

の育児・介護休業取得要件の

緩和。

● 「就職お祝い金」等の名目

で求職者に金銭等を提供して

求職の申し込みの勧奨を行う

ことを禁止

３月２日、職業安定法に基づ

く指針が一部改正され、令和３

年４月１日から適用される。改

正方針では、職業紹介事業者

の責務における適正な宣伝広

告等に関する事項について、

「就職お祝い金」その他これに

類する名目で求職者に対して

社会通念上相当と認められる

程度を超えて金銭等を提供し、

求職の申し込みの勧奨を行っ

てはならないとしている。

労働者を募集する企業が職

業紹介事業者を利用する場合、

上記のような職業紹介事業者

が遵守すべき事項を踏まえ、

適切な事業者を選ぶことが必

要となる。

2020年5月に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」（年金制度改正法）が成立しまし

た。これまで社会保険に加入しない労働時間で働いていたパート、アルバイトの内、改正後の要件を充たす者は社会

保険への加入が義務付けられることになります。実は、従業員数500人超（501人以上）規模の企業は、2016年から適用

されています。これがいよいよ2022年10月から、企業の従業員規模によって段階的に適用が拡大されます。

適用される法人・事業所を「特定適用事業所」といい、特定適用事業所における社会保険の被保険者区分は、”一般

の被保険者”や”パートタイム労働者”と区別して「短時間労働者」が加わることになります。

2016年10月の従業員数500人超（501人以上）規模の企業が適用になった際には、短時間労働者が社会保険の加入

を回避するために500人以下の企業へ転職したり、在職のまま労働時間を減らすといった事例が見られました。

企業にとっては、人材の流出や労働時間の減少による人手不足に陥る可能性があります。

2022年10月から適用拡大となる従業員数１０１人以上の企業におかれましては、早めの現状分析とシミュレーションを

行い、人手不足を回避するための対策を準備して頂くことをお勧めいたします。

社会保険の適用拡大

引
き
下
げ

◼ 社会保険への加入が義務付けられる者

従来の要件に加え、拡大後の4つの要件をすべて満たす短時間労働者は、社会保険の被保険者になります。

さらに、２０１６年改正のときは、「雇用期間が１年以上見込まれる」が要件とされていましたが、今回の法改正により撤廃

され、正規従業員等と同様に「雇用期間２か月超の見込」へ改正となった点も注意が必要です。

なお、社会保険の被扶養者かどうかを判断する年収１３０万円の基準に変更はありませんが、年収１３０万未満であって

も、下表右の要件に当てはまる短時間労働者は被扶養者とならず、自身で勤務先の社会保険に加入します。

従 来 拡大後

・正規従業員／フルタイム従業員

・週の所定労働時間数および月の所定労
働日数が、正規従業員の4分の3以上で
あるパート・アルバイト等

正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であ
っても、以下の4つの要件をすべて満たす短時間労働者は、被保険者
になります。
① 週の所定労働時間が20時間以上あること

※ 雇用契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間
は含みません。

② 雇用期間が２か月超見込まれること
③ 賃金月額が8.8万円以上（年収106万円以上）であること

※最低賃金に算入しない手当（精皆勤、通勤、家族）、残業代・賞
与・臨時的な賃金等を除いた賃金月額

④ 学生でないこと
※休学中や夜間学生は加入対象

＋

◼ 企業規模によって、適用拡大の開始時期が異なる ■ 従業員数とは

会社の常時使用する労働者

数ではなく「厚生年金の被

保険者数」で判断します。厚

生年金の適用対象にならな

い従業員はカウントされま

せん。

また、事業場ごとにカウント

するのではなく、同一の法

人番号である法人ごとの被

保険者数で判断することに

なります。

◼ 従業員数の判断

法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が

１２ヵ月のうち、６ヵ月以上 １００人を超えることが見込まれる場合を指します。

①施行日から、特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所

→２０２１年１０月～２０２２年８月までの各月において６ヵ月以上１００人を超えたことが確認されたとき。

→８月頃に「該当する旨のお知らせ」が送付。１０月頃に「特定適用事業所該当通知書」が送付。該当届の届出は不要。

②施行日以降、特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所

→年金機構が直近１１ヵ月の内、５ヵ月１００人を超えたことを確認できた場合(５ヵ月目の翌月も被保険者数が１００人を

超えると特定事業所に該当する場合）

→ 「該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付。→ ５ヵ月目の翌月も該当したら、該当届を届出。

2022年10月から、厚生年金適用者
101人以上の企業は、パート・アルバイト
の社会保険の加入条件が変わります！
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労務に関する質問・相談にズバリお答えします！

今回の回答者

〔質問〕
業務災害と通勤災害の休業補償についての取り扱いや労災保険給付の内容について教
えてください。

〔回答〕
業務災害・通勤災害により休業1日目から3日目までの間は、労災保険による休業（補償）
給付は行われないため、業務災害については事業主が休業補償をすることになります。（労
働基準法第76条）。なお、通勤災害の場合は事業主の補償義務はありません。

特定社会保険労務士
間瀬 美穂

従業員が『業務上の災害』等で労務不能となった場合は、事業主は休業補償をしなければなりませ
ん。事業主の休業補償は1日につき平均賃金の60％以上を補償（支給）する義務があります。
労災保険からは請求をすることにより、労務不能となった日の4日目から休業補償給付を受給する
ことができます。
一方、『通勤災害』については、事業主の休業補償は義務付けられていないため、最初の3日間は
補償が行われず、4日目以降は労災保険から休業給付を受給できることになります。

➢ 事業主の休業補償

➢ 業務・通勤災害の休業（補償）給付

事業主の義務である休業補償や通勤災害による労災保険休業給付の除外期間について、

対象従業員からの申出により、年次有給休暇の消化（100％支給）とすることも可能です。

ただし、事業主からの強要や、本人の同意のない振替はできませんのでご注意ください。

労災保険＝労働者災害補償保険
休業補償給付＝業務災害による給付
休業給付＝通勤災害による給付

休業
1日目

①労働基準法に基づく休業補償
平均賃金の60％以上

休業
２日目

休業
３日目

休業
4日目

休業
5日目

②労災（補償）給付
支給額＝給付基礎日額60％

労
災

発
生

③労災休業特別支給金
支給額＝給付基礎日額20％

休業
6日目

事業主の休業補償（労災保険待機期間） 労災保険給付

待機3日間の給与の取り扱いは・・・？

※通勤災害の場合については労働

基準法による休業補償義務はない。

従業員が労災で休業する場合の休業補償について
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Editor's note

総務のお仕事カレンダー ２０２１年４月・２０２１年５月

株式会社
社労士法人

株式会社株式会社
社労士法人

４月１日（木）

【２０２０年４月施行の主な法改正】

➢ パートタイム・有期雇用労働法の中小企業への適用開始

➢ 改正高年齢者雇用安定法の施行（７０歳までの就業確保措置の努力義務）

➢ 改正労働施策総合推進法の施行（常時雇用する労働者数が３０１名以上の企業に対する中途

採用比率の公表義務化）

➢ ３６協定等届出様式の押印廃止

４月１２日（月）

３月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

４月３０日（金）

３月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

５月１０日（月）

４月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税の支払

■参考リンク：国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納付の特例」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

５月３１日（月）

４月分の健康保険・厚生年金保険料の支払

■参考リンク：日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html

[１] 年次有給休暇の一斉付与

有給休暇の付与基準日を各人の入社時期に関わらず年度初めの４月としている場合、今年度も忘れずに勤続年数

に応じた日数の付与を行いましょう。

また、有給休暇の年５日取得義務については、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に５日を取得させ

る必要があります。全ての対象者が基準以上の日数を取得できるよう、計画的に取得を推進しましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「年５日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」

https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

［２］ 健康保険料率および介護保険料率の変更

令和３年度の協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率は、本年３月分（４月納付分）からの適用となります。

■ 参考リンク：全国健康保険協会「令和３年度保険料額表（令和３年３月から）」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r03/r3ryougakuhyou3gatukara/

［３］ 令和３年度の雇用保険料率

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの雇用保険料率は、昨年度から変更なく以下の通りとなっています。

■ 参考リンク：厚生労働省「令和３年度の雇用保険料率について」

https://www.mhlw.go.jp/content/000739455.pdf

［４］ 労働保険年度更新の準備

例年６月１日から７月１０日は労働保険料の申告・納付期間となります。早めの準備に取り掛かりましょう。

■ 参考リンク：厚生労働省「労働保険の適用・徴収」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/index.html

お勧め

「人」Ｂｏｏｋ

自宅アパートのエントランスで桜が満開を迎えました。最近は暖かいを通り越して汗ばむような日も

あり、季節の変化を感じられる今日この頃です。

私事ですが、昨年から自宅でクワズイモという植物を育てています。サトイモ科の植物ですが、食用

ではなく観葉植物です。国内では九州南部や沖縄に自生しており、成長すると人が入れるほどの大

きさまで葉を広げます。私が育てている株はまだまだ小柄ですが、ここ数日は新たな葉を２枚も伸ば

して元気に成長しています。寒い冬を越え、本格的に活動を始める様子に日々癒されております。最

近では１００円ショップでも手軽に購入できますので、興味のある方は是非探してみて下さい。

なお、初めに食用ではないとお伝えしましたが、クワズイモ（食わず芋）という名前からも想像できる

ように樹液や茎にシュウ酸カルシウムを含む有毒植物です。小さいお子様やペットがいるご家庭では

、樹液に触れたり誤って口に入れたりしないようご注意ください。（四）

『恐れのない組織』

エイミー･C･エドモンドソン・著
野津智子･訳、英治出版
2021.2.3、2,200円+税

著者のエドモンドソン教授は

「心理的安全性」の概念を打ち

立て、今や世界的に有名な研

究者です。書名の「恐れのない

組織」（フィアレスな組織）とは、

心理的に安全な企業風土のあ

る組織のことを著者がそう呼び、

心理的安全性とは、率直に発

言したり懸念や疑問やアイデア

を話したりすることによる対人関

係のリスクを人々が安心して取

れる職場環境のことを言います。

心理的安全性があれば、従

業員エンゲイジメントが高まり、

チームの学習行動が促され、

パフォーマンスも向上すること

が明らかになっています。

本書は、この概念を提唱した

本人自ら、心理的安全性の誤

解を解くことをはじめ、これまで

の研究の経過や企業の事例と

ともにその本当の所を教えてく

れます。また、フィアレスな組織

をつくるステップまで紹介し、最

後にはよくある質問への回答も

あります。心理的安全性の理

解には欠かせない一冊です。
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